
高度地区（中高層住居専用地区）について 
 

高度地区（中高層住居専用地区）は、第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層住居専用地域の各

一部において、日照・通風等の居住環境を保全するために定めた建築物の高さの制限です。 

浜松市では、以下の内容を平成８年４月３０日に都市計画決定しています。 

 

【区域】 

中央区 第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層住居専用地域 

浜名区 新都田２丁目、３丁目、５丁目の第１種中高層住居専用地域 

 

 

【内容】 
 
◇建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さ）は当該部分か 

ら前面道路の反対側の境界線、又は隣地境界線までの真北 

方向の水平距離の１.２５倍に７.０ｍを加えたもの以下と 

しなければならない。 

  

◇制限の緩和は、以下に示す別表のとおり。 
 
 
 
 
 

 

【別表】 
 
１．制限の緩和 

 この規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。 

（１）北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの（以下「水面等」という。）があ

る場合又は敷地の北側の隣地境界線に接して水面等がある場合においては、当該前面道路の反対側の境

界線又は当該水面等に接する隣地境界線は、当該水面等の幅の１／２だけ外側にあるものとみなす。 
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（２）敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場 

合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以 

下同じ。）の地盤面（隣地に建築物がない場合においては、 

当該隣地の地盤面をいう。以下同じ。）より１ｍ以上低い 

場合においては、当該敷地の地盤面は、当該高低差から１ 

ｍを減じたものの１／２だけ高い位置にあるものとみなす。 

 

 

 

 

 

２．総合的設計による一団地の建築物の取扱い 

 一団地内に２以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合において、建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第８６条第１項の規定により同一敷地内にあるものとみなされるこれらの

建築物は、この規定を適用する場合においては同一敷地内にあるものとみなす。 

 

 

 

３．既存不適格建築物等に対する適用の除外 

 この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に 

建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該 

規定に適合しない部分を有する場合においては、 

当該建築物の部分に対しては、当該規定は、適用 

しない。 

 

 

 

 

 

４．許可による特例 

 次の各号の一に該当する建築物で特定行政庁（当該建築物に関する建築基準法上の事務について権

限を有する特定行政庁をいう。以下同じ。）が許可したものについては、この規定は、適用しない。こ

の場合において、特定行政庁は、第２号又は第３号に該当するものについて許可するときは、あらか

じめ、建築審査会の同意を得るものとする。 

（１）都市計画として決定した一団地の住宅施設に係る建築物で土地利用上適当と認められるもの。 

（２）建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３６条に定める敷地内空地及び敷地規模

を有する敷地に総合的な設計に基づいて建築される建築物で市街地の環境の整備改善に資すると

認められるもの。 

（３）その他公益上やむを得ないと認め、又は周囲の状況等により環境上支障がないと認められる建

築物 

担当：浜松市都市計画課 TEL：053-457-2371 

2

1H－
 

真北 

隣地 

Ｈ 

敷
地
境
界 

緩
和
さ
れ
た
部
分 

地盤面 

緩和の地盤面 

増築部分 

地盤面 

7.0ｍ 

真北 

※増築部分は高度地区の制限に突出して 
建築できない。 

既存不適格部分は適用を除外する 


